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当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報

１．基本的な考え方

　当社グループは、「1st　for you. あなたにとっての、いちばんへ。」をグループ経営理念としております。

　当社グループは、この理念に基づき、お客様とその大切な人の健康を守る「いちばんのかかりつけ薬局」として、日本中どこにいても安心して「マ
ツモトキヨシ」らしいサービスが受けられるように取組んでおります。また、お客様だけでなく、株主様、従業員、お取引先様など、すべてのステーク
ホルダーの皆様と長期的な信頼関係を構築し、“美と健康の分野になくてはならない企業”として社会に必要とされる企業グループであり続けるた
めに、その基盤となるコーポレートガバナンスを充実させることを目的とします。

　なお、当社のコーポレートガバナンスに関する基本的な枠組みと考え方を定め、当社グループの持続的な成長と企業価値向上に資することを目
的として「マツモトキヨシホールディングス　コーポレートガバナンスガイドライン」を、当社ホームページにおいて公開しております。

（ＵＲＬ：https://www.matsumotokiyoshi-hd.co.jp/）

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

【原則4-10　経営陣幹部・取締役の指名・報酬などに係る取締役会の取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任の強化】

・当社は、取締役の指名・報酬の決定に当たっては、取締役会において、全役員13名中６名の独立社外役員からの意見を踏まえ、決定することと
していることから、任意の諮問委員会等は設置しておりませんが、現行の仕組みで、適切に機能していると考えております。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【原則1-4　政策保有に関する方針】

　当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式を次のとおり区分します。

　「純投資目的である投資株式」は、株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受けることのみを目的として保有している株式としま
す。

　「純投資株式以外の目的である投資株式」は、純投資目的に加え、商品の安定供給を通じた事業の円滑化、営業上のお取引先としての関係維
持・強化、安定的かつ継続的な金融取引による事業活動の安定性確保、業界動向把握のいずれかを目的として保有している株式とします。

　当社は、当社の更なる成長に向けた経営戦略の実現に貢献していただけるお取引先様から当社に対して株式の保有要請があった場合に、これ
までの貢献実績と今後のその見込み、投資規模、ガバナンス状況等を考慮し、政策的に株式を保有することがあります。一方で、当社は、政策的
に保有した株式の内、その投資先企業の株式を保有する目的が薄れた場合、また、その企業の企業価値の向上が期待できない場合は、その株
式を売却します。

　その他、業界における競合企業様の動向を把握することを目的として、必要最低限の投資額にて株式を取得することがあります。

　なお、当社が保有する株式は、その投資先ごとに保有目的などの定性面に加えて、取引実績、受取配当金及び株式保有コスト等を定量的に検
証し、保有意義の検証を行います。

【原則1-4　政策保有株式に係る議決権の行使について、適切な対応を確保するための基準】

　当社は、その保有する株式の議決権行使を判断する場合、財務視点の業績評価指標、ガバナンス体制、株主価値が大きく毀損される不祥事の
有無を考慮します。

　当社は、議決権を行使するにあたり、上程されている株主総会議案に不明な点があればその対象企業様と対話をします。その議決権行使の状
況は、定期的に取締役会で精査し、保有の適否を含め検証します。

【原則1-7　関連当事者間の取引を行う際の枠組み】

　当社は、関連当事者との取引を実施する際には、取締役会において、当該取引の公正性・妥当性・適正性の観点から審議し決議を行います。取
締役会にて承認決議された後、取締役会にてその関連当事者との取引状況について報告します。

　当社は、関連当事者との取引が継続的な取引となる場合は、その取引環境や相場等の変化を捉えるため、定期的にその内容を精査します。

【原則2-6　企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】

　当社グループは、確定拠出年金制度を採用しております。当社グループは、当該制度加入者に対して、定期的な投資教育を実施しております。

【原則3-1（i）会社の目指すところ（経営理念等）や経営戦略，経営計画】

■会社の経営の基本方針

　当社グループは、「１ｓｔ ｆｏｒ ｙｏｕ．あなたにとっての、いちばんへ。」をグループ経営理念としております。また、この理念に基づき、以下を経営の

基本方針としております。

・当社は、当社グループに関わるすべての人が、いつまでも美しく、健康で心豊かな生活を送れるよう奉仕してまいります。

・当社は、これからの高齢化社会を支えるため、セルフメディケーションを推進し、お客様とその大切な人の健康を守る「かかりつけ薬局」として



貢献していきたいと考えております。

・当社は、美と健康の分野で、常に新しい価値の創造とまごころを込めたサービスを提供することにより、“美と健康の分野になくてはならない

企業グループ”を目指してまいります。

・当社は、美と健康を通じて、すべてのステークホルダーから信頼され支持される企業グループを目指し、そのための努力を惜しまず、

常に挑戦し、成長し続けてまいります。

■経営ビジョン、経営目標、中長期的な会社の経営戦略及び対処すべき課題

（１）経営ビジョン

　当社グループは、経営ビジョンとして“美と健康の分野においてなくてはならない企業グループ”となり、更に、将来的に“美と健康の分野でアジア
Ｎｏ.１”となることを目指しております。

（２）経営目標

　当社グループは、経営ビジョンを実現するための経営目標として「2024年３月期 グループ売上高１兆2,000億円、営業利益率6.5％以上、

ＲＯＥ 10％以上」を設定しております。

　（注）上記目標とする経営指標は従来ベースで記載しておりますが、株式会社ココカラファインとの株式交換契約を2021年６月29日に開催され

　　た両社の定時株主総会において、承認されております。

（３）中長期的な会社の経営戦略及び対処すべき課題

　当社グループは、“美と健康の分野においてなくてはならない企業グループ”となり、更に、将来的に“美と健康の分野でアジアＮｏ.１”となることを
目指しております。重点戦略を国内とグローバルに分け設定し、国内戦略として「お客様のライフステージに応じた価値提供」を戦略テーマに３つ
の重点戦略、①利便性の追求-お客様との繋がりの深化、②独自性の追求-体験やサービス提供の新化、③専門性の追求-トータルケアの進化
と、グローバル戦略として「アジア市場での更なるプレゼンス向上」を戦略テーマに④グローバル事業の更なる拡大を重点戦略として設定し、取組
んでまいります。

国内における重点戦略及び対処すべき課題は、次のとおりであります。

①　利便性の追求-お客様との繋がりの深化

　　　当社グループは、社会全体のデジタル化が進み、お客様のライフスタイルが変化しつつある中で、一人ひとりのお客様と深く繋がっていくこと

　　でニーズを的確に捉え、最も身近な存在となることが必要と考えております。そのため、デジタルと店舗網を活用したお客様に届ける仕組みづ

　　くり、様々な買い物スタイルの提供など、利便性を追求していくことで、お客様により深く寄り添う企業を目指してまいります。

②　独自性の追求 -体験やサービス提供の新化

　　　当社グループは、激しい競争環境の中で、お客様との様々な接点から蓄積されたデータと高いマーケティング分析力を活かし、お客様の価

　　値観に基づいた商品・サービスや店舗モデルの開発、メーカー様向け広告配信事業の展開など、当社ならではの独自性を追求していくことで、

　　お客様に選ばれる企業を目指してまいります。

　　　

③　専門性の追求 - トータルケアの進化

　　　当社グループは、少子高齢化が進み、健康長寿社会の実現を目指す我が国においては、様々なお客様のライフステージに応じた質の高い

　　サービスを提供することで、地域社会により大きな安心と喜びを提供していくことが求められていると考えております。そのため、セルフメディ

　　ケーションの推進やオンラインを活用した服薬指導・接客などに加え、当社の強みである心と身体の両面でのビューティーケアなど、専門性を

　　追求していくことで、地域包括ケアシステムを支え、すべての人がいつまでも美しく、健康で心豊かな生活を送れるよう取組んでまいります。

グローバルにおける重点戦略及び対処すべき課題は、次のとおりであります。

④　グローバル事業の更なる拡大

　　　当社グループは、アジアを中心とした新たな進出国の開拓や海外店舗展開、越境ＥＣ事業の拡大を図るため、海外ＳＮＳの活用やグローバ

　　ル会員獲得によるアプローチ強化、グローバルで活躍する人材の開発、海外で支持される商品の開発などに積極的に取組むことで、美と健康

　　への意識が高まっているアジア地域での事業規模拡大とプレゼンス向上を目指してまいります。

【原則3-1（ii）コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針】

　当社グループは、「1st　for ｙou. あなたにとっての、いちばんへ。」をグループ経営理念としております。

　当社グループは、この理念に基づき、お客様とその大切な人の健康を守る「いちばんのかかりつけ薬局」として、日本中どこにいても安心して「マ
ツモトキヨシ」らしいサービスが受けられるように取り組んでおります。また、お客様だけでなく、株主様、従業員、お取引先様など、すべてのステー
クホルダーの皆様と長期的な信頼関係を構築し、“美と健康の分野になくてはならない企業”として社会に必要とされる企業グループであり続ける
ために、その基盤となるコーポレートガバナンスを充実させることを目的とします。

【原則3-1（iii）取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続き】

　当社の取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は、当社　グループの企業価値増大への貢献意欲や士気高揚を図るた
め、当社の成長を担う人材を確保及び維持できる水準を目標とし、加えて、連結業績の向上、当社グループの競争力の高揚、コーポレートガバナ
ンスの充実、様々なステークホルダーとの有益な関係の構築などの要素を考慮した体系設計とします。

当社の取締役（社外取締役を除く）の報酬体系は、基本報酬としての固定報酬、当社の連結業績を反映する業績連動報酬等として、業績報酬及
び株式報酬で構成しております。

　なお、社外取締役、監査役の報酬につきましては、固定報酬のみによって構成しております。

　固定報酬は、世間水準を参考として役位別に妥当な水準を設定し、毎月支給いたします。業績報酬及び株式報酬は、連結売上高及び連結営業
利益の業績目標値に対する達成度に応じて変動する業績係数を乗じて設定し、業績報酬については毎年一定の時期に算出し、それを12で除した
金額を毎月支給、株式報酬については毎年一定の時期に支給いたします。なお、株式報酬は譲渡制限付株式報酬（RS）を採用しております。

　また、取締役（社外取締役を除く）の報酬体系における構成比は、固定報酬63％、業績報酬27～34％、株式報酬３～10％としております。

　これらの報酬決定の方針に基づき、株主総会で決議された範囲内で、その配分を、取締役会において、取締役会の議案として上程し、その取締
役会において全役員13名中６名の独立社外役員とも協議され決定します。

当社の取締役の金銭報酬額は、2017年６月29日開催の第10回定時株主総会において、年額６億50百万円以内（うち、社外取締役の報酬枠33百
万円以内、業績報酬は対象外）（ただし、使用人分給与は含まない）と決議いただいております。第14回定時株主総会終結時点の対象取締役数
は10名（うち社外取締役４名）です。

　また、当該金銭報酬とは別枠で、2019年6月29日開催の第12回定時株主総会において、株式報酬の額を年額85百万円以内、株式数の上限を



年30,000株以内（社外取締役は付与対象外）と決議いただいております。第14回定時株主総会終結時点の取締役数（社外取締役を除く。）は６名
です。

　監査役の報酬額は、2008年６月27日開催の第１回定時株主総会において、年額48百万円以内と決議いただいております。第14回定時株主総会
終結時点の対象監査役数は３名（うち社外監査役２名）です。

【原則3-1（iv）取締役会が経営陣幹部の選任・解任と取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続き】

■取締役（社外取締役を除く）

　当社は、取締役（社外取締役を除く）の選任手続きは、取締役会の構成を考慮し、対象となる人材の資質や実績、取締役の選任基準を踏まえ、
取締役会において全役員13名中６名の独立社外役員とも協議し決議を行い、承認された場合、 株主総会へ取締役候補者として上程します。

　当社は、取締役（社外取締役を除く）の選任理由を株主総会招集通知に記載します。

・取締役（社外取締役を除く）選任基準

（１）取締役にふさわしい人格を有していること

（２）豊かな業務経験を有していること

（３）経営の判断能力に優れていること

（４）コンプライアンス精神が富んでいること

・取締役の解任基準方針と手続き

　当社取締役の解任基準は、選任基準を満たさないことが明らかになったこと、又は、社内の役員禁止事項の規定に抵触したことを基準とします。
なお、当社取締役の解任の手続きは、その解任基準に該当した場合、取締役会において全役員13名中６名の独立社外役員とも協議し決定しま
す。

■社外取締役

　当社は、社外取締役の選任手続きとして、当社の独立性基準を満たすか否かを確認し、あわせて、当人の経歴及び資質を考慮して、社外取締
役候補者を選定し、候補者については、取締役会において全役員13名中６名の独立社外役員とも協議し決議を行い、承認された場合、 株主総会

へ社外取締役候補者として上程します。

　当社は、社外取締役の選任理由を株主総会招集通知に記載します。

・社外取締役の選任基準

（１）取締役にふさわしい人格を有していること

（２）豊かな業務経験を有していること

（３）経営の判断能力に優れていること

（４）コンプライアンス精神が富んでいること

（５）当社の独立性基準を満たしていること

■監査役

　当社は、監査役の選任手続きとして、監査役会の構成を考慮し、対象となる人材の経歴や資質、社外監査役候補者の場合は、当社の独立性基
準を満たすか否かを確認し、監査役の選任基準を踏まえ、監査役会及び取締役会において社外役員（全役員13名中６名独立社外役員）とも協議
し決議を行い、承認された場合、 株主総会へ監査役候補者として上程します。

　当社は、監査役の選任理由を株主総会招集通知に記載します。

・監査役の選任基準

（１）監査役にふさわしい人格・見識を有していること

（２）豊かな業務経験、専門知識を監査に反映できること

（３）コンプライアンス精神に富んでいること

（４）当社との独立性が確保されていること（社外監査役の場合）

【原則3-1（v）取締役が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行う際の，個々の選解任・指名についての説明】

　当社は、取締役及び監査役の選任にあたり、株主総会招集通知において、その選任理由を記載しております。

【補充原則4-1-1　経営陣に対する委任の範囲の概要】

　取締役会は、次の事項に関する決定、モニタリングを行い、短期・中期・長期の各経営計画の達成に向けた経営を監督し、企業価値の創造とそ
れによる株主価値の向上に努めます。

（１）株主総会に関する事項

（２）取締役及び監査役に関する事項

（３）決算・税務・外部監査に関する重要事項

（４）事業運営に関する重要事項

（５）株式及び社債に関する事項

（６）組織に関する事項

（７）関係会社に関する事項

（８）重要な資産に関する事項

（９）人事に関する事項

（10）経理・財務に関する事項

（11）総務・法務に関する事項

（12）システム全般に関する事項

（13）内部統制に関する事項

（14）その他利害関係者の利害に重大な影響を及ぼす事項

【補充原則4-1-3　最高経営責任者の後継者計画】

　当社は、能力開発として「階層別教育」「職種別教育」「自己啓発の支援」の体系をとります。

　当社は、その階層別教育において、将来の経営幹部育成として、選抜されたメンバーに対して経営幹部研修を行い、計画的に後継者を育成し、
その状況を取締役会は適宜確認します。



【原則4-8　3分の1以上の独立社外取締役を選任することが必要と考える場合はそのための取組み方針】

　当社は、取締役10名中４名が当社の独立性基準を満たす独立社外取締役であり、当社は３分の１以上の独立社外取締役を選任しております。

【原則4-9　独立社外取締役の独立性基準】

　当社は、次の各要件のいずれかに該当する場合は，独立性を有しないものと判断します。

■独立性基準

・現在において、（１）～（14）に該当する者

（１）当社又は当社グループ会社の業務執行者

（２）当社又は当社グループ会社の非業務執行取締役又は会計参与（社外監査役の場合）

（３）当社を主要な取引先（当社との年間取引額が直近事業年度の連結売上高の２％以上）とする者又はその業務執行者

（４）当社の主要なお取引先様（当社との年間取引額が直近事業年度の連結売上高の２％以上）又はその業務執行者

（５）当社の資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関、その他の大口債権者又はその業務執行者

（６）当社の会計監査人である公認会計士又は監査法人の社員、パートナー若しくは従業員（ただし、補助的スタッフは除く）

（７）当社の主要株主（議決権所有割合10%以上の株主）（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

（８）社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者

（９）当社が寄付（過去３カ年の事業年度における取引額の平均金額が500万円　以上）を行っている先の業務執行者

（10）当社から役員報酬以外に多額（過去３カ年の事業年度における取引額の平均金額が500万円以上）の金銭その他の財産を得ている弁護士、
公認会計士又は税理士その他のコンサルタント

（11）当社から役員報酬以外に多額（過去３カ年の事業年度における取引額の平均金額が1,000万円以上）の金銭その他の財産を得ている法律事
務所、監査法人、税理士法人、コンサルティングファーム、その他の専門的アドバイザリーファームに所属する者（ただし、補助的スタッフは除く）

（12）過去10年間のいずれかの時点において、上記（１）、（２）のいずれかに該当していた者

（13）過去３年間のいずれかの時点において、上記（３）～（９）のいずれかに該当していた者

（14）上記（１）～（13）に該当する対象者の二親等以内の近親者

【補充原則4-11-1　取締役会の全体としての知識・経験・能力のバランス，多様性及び規模に関する考え方】

　当社は、取締役会へ、業種・人種・性別を問わず会社経営の経験の豊富な社外取締役を招聘し、それぞれの経験、知識を活かして、客観的かつ
株主様をはじめとするステークホルダーと同様の視点より当社経営に携わっていただき多様性を確保します。

　当社は、取締役の員数の上限を15名とし、その取締役の任期を１年とします。

　当社は、当社グループのお客様の性別割合において「女性」が高いため、社外取締役に１名、社外監査役に１名の合計２名の女性役員が就任し
ており、従業員の働き方や、小売事業に関して女性顧客視点の意見・助言を得ています。

【補充原則4-11-2　取締役の兼任状況】

　当社は、当社役員の兼務状況につき、株主総会招集通知及び事業報告書にその状況を記載します。

【補充原則4-11-3　取締役会全体の実効性について分析・結果を行い，その結果の概要】

　当社の取締役会実効性評価は、取締役会にて事前にその評価の趣旨について説明を行い、前年に実施した当実行性評価結果を考慮し、取締
役会の構成、運営等について取締役及び監査役を対象としてアンケートを実施しました。

　当アンケート結果の回答先を外部の弁護士事務所として、その集計結果の取りまとめを当事務所にて実施しました。

　その結果は、「当社の取締役会の員数や運営・審議状況、支援体制については、概ね問題が無く、適切な運営がされている」という結果となりま
した。

　なお、社外役員からも、取締役会における質疑応答が活発になされ、資料の内容、議事の質等進歩していると評価されている。

　一方で、「取締役会の議題は資料の提供について、おおむね適切な時期になされているという意見が多いが、従来より、社外役員に対しては、
重要事項についてあらかじめ説明する等、早期の情報提供をしたほうが良い。」との意見があり、取締役会にて共有いたしました。

　当社は、その取締役会実効性評価の結果を踏まえて、取締役会の実効性を一層高めるための改善へつなげてまいります。

【補充原則4-14-2　取締役に対するトレーニングの方針】

■取締役（社外取締役を除く）

　当社は、取締役（社外取締役を除く）のトレーニングとして、就任前は、所管部門から取締役の義務・責任に関する基本的な研修、また、就任後も
外部機関主催の企業価値の創造や株主価値向上をテーマとした研修の場を提供します。

　その他、戦略上必要となるトレーニングの機会を設けます。

■社外取締役

　当社は、社外取締役のトレーニングとして、就任前は、ドラッグストア業界の状況、当社の経営概況、コーポレートガバナンス状況について説明し
ます。また、就任後は、当社や社会一般的に社外取締役へ求められる責務・役割や取締役会の実効性評価の結果を考慮し、必要に応じて外部機
関が主催する研修の場を提供します。

■監査役

　当社は、監査役のトレーニングとして、就任前は、ドラッグストア業界の状況、当社の経営概況、コーポレートガバナンス状況について説明をしま
す。また、就任後は、当社や社会一般的に監査役へ求められる責務・役割等を考慮し、必要に応じて外部機関が主催する研修の場を提供します。

【原則5-1　株主との建設的な対話を促進するための体制整備・取組みに関する方針】

・株主様との対話及びこれに関連する各種施策（ＳＲ活動）

（１）総務企画部門及び広報部門が連携して株主様に対して当社に対する企業理解の促進を図ります。

（２）株主総会の場を株主様との対話と位置付け、取締役等は株主様との質疑応答に真摯に対応します。

（３）上記の対話及び各種施策の実施に際し、インサイダー情報に該当する事項は一切開示しません。

（４）当社との対話又は施策に参加していない他の株主様との情報格差が生じないように十分に留意します。

（５）上記の対話等を通じて得られた株主様の意見や要望は、その重要性に応じ適宜経営陣幹部に報告します。

（６）当社は、株主構造を定期的に調査し、その結果を考慮し、コミュニケーション方法を検討します。

２．資本構成



外国人株式保有比率 30%以上

【大株主の状況】

氏名又は名称 所有株式数（株） 割合（％）

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 7,214,200 7.02

株式会社千葉銀行 5,115,600 4.98

株式会社南海公産 4,287,176 4.17

JP MORGAN CHASE BANK 380072 3,613,800 3.52

松本　南海雄 2,947,000 2.87

エーザイ株式会社 2,815,000 2.74

株式会社日本カストディ銀行（信託口） 2,656,900 2.59

松本　貴志 2,519,680 2.45

松本　清雄 2,518,920 2.45

JP MORGAN CHASE BANK 385632 2,469,247 2.40

支配株主（親会社を除く）の有無 ―――

親会社の有無 なし

補足説明

―――

３．企業属性

上場取引所及び市場区分 東京 第一部

決算期 3 月

業種 小売業

直前事業年度末における（連結）従業員
数

1000人以上

直前事業年度における（連結）売上高 1000億円以上1兆円未満

直前事業年度末における連結子会社数 10社以上50社未満

４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

―――

５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

該当事項はありません。



Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

１．機関構成・組織運営等に係る事項

組織形態 監査役設置会社

【取締役関係】

定款上の取締役の員数 15 名

定款上の取締役の任期 1 年

取締役会の議長 社長

取締役の人数 10 名

社外取締役の選任状況 選任している

社外取締役の人数 4 名

社外取締役のうち独立役員に指定され
ている人数

4 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k

松下　功夫 他の会社の出身者

大村　宏夫 他の会社の出身者

木村　惠司 他の会社の出身者

沖山　奉子 他の会社の出身者

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

c 上場会社の兄弟会社の業務執行者

d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

g 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

h 上場会社の取引先（d、e及びｆのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

k その他

会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

松下　功夫 ○

特に、当社との利害関係その他関係はご

ざいません。

また、同氏を独立役員として指定しており

ます。

同氏は、ＪＸＴＧグループの企業にて長年にわ
たり企業経営に携わられ、経営に関する豊富
な経験と知見を有しております。また、他の企
業での社外取締役としての経験を有しており、
その企業経営に関する高い見識、経験、監督
能力を当社経営の監督に生かしていただける
ものと期待し、引き続き、社外取締役に選任し
ております。

また、同氏は、東京証券取引所が独立役員に
関して定めたガイドラインのいずれの要件にも
該当しないため、独立役員として選任しており
ます。



大村　宏夫 ○

特に、当社との利害関係その他関係はご

ざいません。

また、同氏を独立役員として指定しており

ます。

同氏は、保険会社及び他の企業にて長年にわ
たり営業、開発、営業企画に携わられ、その豊
富な経験と知見を有しており、また、日本環境
協会での環境事業にも携わられており、その培
われた高い見識、経験、監督能力を当社経営
の監督に生かしていただけるものと期待し、社
外取締役に選任しております。

また、同氏は、東京証券取引所が独立役員に
関して定めたガイドラインのいずれの要件にも
該当しないため、独立役員として選任しており
ます。

木村　惠司 ○

特に、当社との利害関係その他関係はご

ざいません。

また、同氏を独立役員として指定しており

ます。

同氏は、長年にわたり企業経営に携わられ、経
営に関する豊富な経験と知見を有しており、ま
た、海外事業部門の管掌も歴任されておりま
す。さらに他企業での社外取締役としての経験
を有しており、その企業経営に関する高い見
識、経験、監督能力を当社経営の監督に生か
していただけるものと期待し、社外取締役に選
任しております。

また、同氏は、東京証券取引所が独立役員に
関して定めたガイドラインのいずれの要件にも
該当しないため、独立役員として選任しており
ます。

沖山　奉子 ○

特に、当社との利害関係その他関係はご

ざいません。

また、同氏を独立役員として指定しており

ます。

同氏は、建設会社にて長年にわたり営業に携
わられ、営業に関する豊かな業務経験を有

していること、取締役にふさわしい人格を有して
いること、コンプライアンス精神に富んでいる

こと、経営の判断能力に優れていることを確認
しています。また、上場企業の中で早期の女性
執行役員として経営に携わられた経験を、女性
取締役として当社経営に生かしていただけるも
のと期待し、社外取締役として選任しておりま
す。

また、同氏は、東京証券取引所が独立役員に
関して定めたガイドラインのいずれの要件にも
該当しないため、独立役員として選任しており
ます。

指名委員会又は報酬委員会に相当する
任意の委員会の有無

なし

【監査役関係】

監査役会の設置の有無 設置している

定款上の監査役の員数 5 名

監査役の人数 3 名

監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況

年４回、四半期決算毎に連携して会計監査を行います。

また都度、監査上の課題について意見交換を行っております。

社外監査役の選任状況 選任している

社外監査役の人数 2 名

社外監査役のうち独立役員に指定され
ている人数

2 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k l m

小池　德子 他の会社の出身者



渡辺　昇一 他の会社の出身者

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与

c 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

d 上場会社の親会社の監査役

e 上場会社の兄弟会社の業務執行者

f 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

g 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

h 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

i 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

j 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

k 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

l 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

m その他

会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

小池　德子 ○

特に、当社との利害関係その他関係はご

ざいません。

また、同氏を独立役員として指定しており

ます。

同氏は、大手監査法人勤務を経て、1997年に
は個人の公認会計士事務所を開設、公認会計
士として豊かな業務経験と専門的知識を監査
に反映できること、監査役にふさわしい人格・識
見を有していること、コンプライアンス精神に富
んでいることを確認しています。特に財務・会
計・税務における豊富な経験と見識を有してお
り、当社の監査体制に生かしていただき、更な
る監査機能の向上を期待し、社外監査役として
選任しております。

また、同氏は、東京証券取引所が独立役員に

関して定めたガイドラインのいずれの要件にも

該当しない高い独立性があるため、独立役員と
して選任しております。

渡辺　昇一 ○

特に、当社との利害関係その他関係はご

ざいません。

また、同氏を独立役員として指定しており

ます。

同氏は、弁護士資格取得後、弁護士事務所勤
務を経て、2003年には共同の弁護士事務所を
開設、弁護士として豊かな業務経験と専門的
知識を監査に反映できること、監査役にふさわ

しい人格・識見を有していること、コンプライアン
ス精神に富んでいることを確認しています。

弁護士として豊かな業務経験と専門的知識を
当社の監査体制に生かしていただき、更なる監
査機能の向上を期待し、社外監査役として選任
しております。

また、同氏は、東京証券取引所が独立役員に
関して定めたガイドラインのいずれの要件にも
該当しないため、独立役員として選任しており
ます。

【独立役員関係】

独立役員の人数 6 名

その他独立役員に関する事項

・当社は、社外取締役の実質的な独立性を担保するため、次のとおり社外取締役の独立性基準を定めます。

・当社は、次の各要件のいずれかに該当する場合は，独立性を有しないものと判断します。

【独立性基準】

・現在において、（１）～（14）に該当する者

（１）当社又は当社グループ会社の業務執行者

（２）当社又は当社グループ会社の非業務執行取締役又は会計参与（社外監査役の場合）

（３）当社を主要な取引先（当社との年間取引額が直近事業年度の連結売上高の２％以上）とする者又はその業務執行者

（４）当社の主要なお取引先様（当社との年間取引額が直近事業年度の連結売上高の２％以上）又はその業務執行者

（５）当社の資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関、その他の大口債権者又はその業務執行者

（６）当社の会計監査人である公認会計士又は監査法人の社員、パートナー若しくは従業員（ただし、補助的スタッフは除く）

（７）当社の主要株主（議決権所有割合10%以上の株主）（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

（８）社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者



（９）当社が寄付（過去３カ年の事業年度における取引額の平均金額が500万円　以上）を行っている先の業務執行者

（10）当社から役員報酬以外に多額（過去３カ年の事業年度における取引額の平均金額が500万円以上）の金銭その他の財産を得ている弁護士、
公認会計士又は税理士、その他のコンサルタント

（11）当社から役員報酬以外に多額（過去３カ年の事業年度における取引額の平均金額が1,000万円以上）の金銭その他の財産を得ている法律事
務所、監査法人、税理士法人、コンサルティングファーム、その他の専門的アドバイザリーファームに所属する者（ただし、補助的スタッフは除く）

（12）過去10年間のいずれかの時点において、上記（１）、（２）のいずれかに該当していた者

（13）過去３年間のいずれかの時点において、上記（３）～（９）のいずれかに該当していた者

（14）上記（１）～（13）に該当する対象者の二親等以内の近親者

【インセンティブ関係】

取締役へのインセンティブ付与に関する
施策の実施状況

業績連動報酬制度の導入、その他

該当項目に関する補足説明

　当社の取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は、当社　グループの企業価値増大への貢献意欲や士気高揚を図るた
め、当社の成長を担う人材を確保及び維持できる水準を目標とし、加えて、連結業績の向上、当社グループの競争力の高揚、コーポレートガバナ
ンスの充実、様々なステークホルダーとの有益な関係の構築などの要素を考慮した体系設計とします。

当社の取締役（社外取締役を除く）の報酬体系は、基本報酬としての固定報酬、当社の連結業績を反映する業績連動報酬として、業績報酬及び
株式報酬で構成します。なお、社外取締役の報酬につきましては、固定報酬のみによって構成します。

　固定報酬は、世間水準を参考として役位別に妥当な水準を設定し、業績報酬及び　株式報酬は、当社グループ全体の成長性と収益性を考慮
し、その評価指標として、連結売上高及び連結営業利益の業績目標値に対する達成度に応じて変動する業績係数を乗じて設定し、その業績係数
を用いて算出します。

　当社の取締役（社外取締役を除く）の報酬体系における構成比は、固定報酬63％、業績報酬27～34％、株式報酬３～10％とします。

ストックオプションの付与対象者

該当項目に関する補足説明

―――

【取締役報酬関係】

（個別の取締役報酬の）開示状況 個別報酬の開示はしていない

該当項目に関する補足説明

・連結報酬等の総額が１億円以上である者については、有価証券報告書にてその内容を記載しておりますが、それ以外に個別報酬の開示はして

おりません。

報酬の額又はその算定方法の決定方針

の有無
あり

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

　当社の取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は、当社　グループの企業価値増大への貢献意欲や士気高揚を図るた
め、当社の成長を担う人材を確保及び維持できる水準を目標とし、加えて、連結業績の向上、当社グループの競争力の高揚、コーポレートガバナ
ンスの充実、様々なステークホルダーとの有益な関係の構築などの要素を考慮した体系設計とします。

　当社の取締役（社外取締役を除く）の報酬体系は、基本報酬としての固定報酬、当社の連結業績を反映する業績連動報酬として、業績報酬及び
株式報酬で構成します。なお、社外取締役の報酬につきましては、固定報酬のみによって構成します。

　固定報酬は、世間水準を参考として役位別に妥当な水準を設定し、業績報酬及び　株式報酬は、当社グループ全体の成長性と収益性を考慮
し、その評価指標として、連結売上高及び連結営業利益の業績目標値に対する達成度に応じて変動する業績　係数を乗じて設定し、その業績係
数を用いて算出します。

　当社の取締役（社外取締役を除く）の報酬体系における構成比は、固定報酬63％、業績報酬27～34％、株式報酬３～10％とします。

　当社の取締役の報酬は、それらの報酬決定の方針に基づき、株主総会で決議された　範囲内で、その配分を取締役会にて全役員13名中６名の
独立社外役員とも協議し決定します。

　当社の取締役の報酬の決定プロセスは、予め株主総会で決議された役員報酬枠、当社の役員報酬体系（固定報酬・業績報酬・株式報酬）、役
位、連結売上高、連結営業利益に応じて人事部門においてその報酬案を立案し、管掌取締役がその内容を精査し、取締役会へ提出する案を決
定します。

　その後、取締役会の議案として上程し、その取締役会において全役員13名中６名の独立社外役員とも協議され決定します。

【社外取締役（社外監査役）のサポート体制】

・当社は、社外取締役の職務執行を支援するため、所管部門を決めます。

・その所管部門は、取締役会の会議資料の事前送付や必要に応じた議案の事前説明への対応を行います。



・その所管部門は、取締役会に必要な情報が提供されているかを社外取締役及び社外監査役に事前に確認します。

２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）

会社の経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他につきましては、次のとおりであります。

（１）会社の機関等の内容

　当社は監査役制度採用会社であり、会社の機関としては株主総会、取締役会及び監査役会を設置しております。取締役会での的確な意思決

定、取締役の業務執行の監督を適正に実行するために、独立役員を６名（社外取締役４名・社外監査役２名）指定しております。当該役員が連携

を図り、様々な視点からの意見を取締役会へ入れることにより、コーポレートガバナンスの充実を図り、その有効性をより高める体制としておりま

す。

　なお、各機関の活動状況は以下のとおりであります。

１）取締役・取締役会

　当社の取締役会は、取締役10名で構成されそのうち４名は社外取締役であります。取締役会は、原則毎月１回開催し、必要に応じて臨時に開催

しております。取締役会は、当社及び当社グループにおける最高意思決定機関として、法令、定款及び社内規定に定める取締役会決議事項の

決定及び職務執行状況の監督をしております。また、取締役の使命と責任をより明確にするため、取締役の任期については１年としております。

なお、当社は執行役員制度を導入し、企業経営における業務執行機能と業務監督機能を分離し、取締役と執行役員の機能及び責任を明確にし、

ガバナンス機能の強化を図ります。

　また、当社は取締役及び執行役員の機能の明確化と強化を図るために、取締役（社外取締役含む）候補者及び執行役員候補者の選任基準を

制定しております。

　当社は、上記のとおり社外取締役を４名選任しており、全員独立役員として指定しております。当社から高い独立性が確保され、また、業種を問

わず経営者としての豊富な経験を有しておられる方を社外取締役として選任することにより、当社の経営状況や方針などに対する客観的な意見、

様々な視点からの取締役の執行状況に関する説明要求、取締役会の意志決定において広範な見識を取り入れることによるプロセスチェックの強

化を期待できると判断しております。

２）経営会議

　当社は職務執行の効率化を図るため、取締役、執行役員、常勤監査役で構成される経営会議を取締役会の下位会議体として設置しておりま

す。経営会議は、原則毎月１回開催し、経営戦略の創出、業務執行上の意思決定及び取締役会上程事項の審議をしております。

３）監査役及び監査役会

　当社の監査役会は、監査役３名で構成されそのうち２名が社外監査役であります。監査役会は、原則毎月１回開催し、必要に応じて臨時に開催

しております。

　監査役の機能強化へ向けた主な取り組み事項は以下のとおりです。

・監査役会での協議事項に応じて、当社取締役、執行役員、子会社役員よりヒアリングや状況報告を適宜実施

・代表取締役、会計監査人、それぞれとの間で意見交換を実施

・各監査役は、取締役会及びグループ経営会議等の重要な会議への出席、社内稟議書の閲覧を通じて、取締役の職務執行状況の監査

・監査役への定期報告事項を社内規程により規定化し、当社の業務監査がより適切に行われる体制の構築

・監査役の機能の明確化と強化を図るため、社外監査役候補者の選任基準を制定

　また、当社は、社外監査役が２名おりますが、そのうち、２名を独立役員として指定しております。

　社外監査役の小池德子氏は、監査法人での監査部門に携わり、公認会計士の資格を有する他、現在では「公認会計士小池事務所」を開設して
おり、財務・会計に関する知見を有しております。

　社外監査役の渡辺昇一氏は、弁護士資格取得後、弁護士事務所勤務を経て、2003年には共同の弁護士事務所を開設、弁護士として豊かな業
務経験と専門的知識を有しております。

　なお、監査役監査を支える専属の人材は確保しておりませんが、下記４）に記載する内部監査部門と連携を図り監査役監査の体制を確保してお

ります。

　これらのように、監査役の機能強化へ向けた主な取り組みや、独立性の高い監査役を選任することにより、より有効な監査体制の構築に努めて

おります。

４）内部監査

　当社は内部監査部門として内部統制統括室を設置し、各部門及びグループ子会社の業務に関する内部監査の実施、内部統制体制のモニタリ

ングを実施し、事業活動の適切性・効率性を確保しております。また、当該部署では、リスク管理体制の基本方針を定め、これに基づくリスク管理

体制の構築を実施しております。

５）コンプライアンス・リスク委員会

　当社は、社内規程で定められたリスクを適切に管理するため、リスク管理にかかる所管部門を定めます。また、コンプライアンスとリスク管理は表
裏一体の活動が必要と捉え、当社グループ全体のコンプライアンス・リスクを管掌する委員会を設置し、その委員会の活動状況、内部通報の状
況、重大なリスクへの対応状況等は、その委員会開催後、定期的に取締役会にて報告します。

　コンプライアンス・リスクを管掌する委員会は、代表取締役社長を委員長として、他、委員長が指名する取締役、常勤監査役、内部統制統括室
長、総務部長、人事部長、財務経理部長及び法務部長、IT統括部長、その他委員長が指名する者で構成します。なお、その目的及び権限は次の
とおりとします。

　当社の企業活動における法令等の遵守と高い倫理観の確保及び当社のリスク管理体制の推進により、社会的責任を果たすことを目的としま
す。

＜コンプライアンスに関する所管事項＞

（１）コンプライアンスに関する法令・規則・規程・ガイドライン等の審議

（２）コンプライアンス違反が生じた場合の通報の窓口及び通報された事項に関する事実調査

（３）内部通報制度の運用管理及び当該運用規程の改定審議

（４）コンプライアンス違反が発生した場合の調査チームの設置・関連部門への調査協力の指示・調査報告の受理

（５）コンプライアンス違反に関する是正措置・再発防止策の決定及び取締役会への報告

（６）コンプライアンス違反に係る懲戒処分についての賞罰委員会への提案



（７）コンプライアンス違反に対する厳重注意処分の決定

（８）コンプライアンスに関する教育研修計画の決定

（９）前各号の他、コンプライアンス上の課題の審議決定及び取締役会への報告

＜リスク管理に関する所管事項＞

（１）優先対応すべきリスクの分析

（２）前号リスクの対処方針、施策の大綱等の決定

（３）各部門及び当社グループ各社へのリスク対処方針の指導

（４）各部門及び当社グループ各社のリスク対応策提案の承認

（５）リスク管理に関する社内規程等の管理

（６）前各号に関連付帯する事項

６）会計監査人

　当社は、会計監査人として有限責任監査法人トーマツに委嘱しており、法令に基づき監査を受けております。

　当社の会計監査業務を執行した公認会計士は、小堀一英、瀧野恭司であります。なお、当社に係る継続監査年数は、小堀一英が４年、瀧野恭
司が６年であります。また、当社の会計監査に係る補助者は、公認会計士８名、会計士補等６名、その他６名であります。

３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

　当社は、コーポレートガバナンスを充実させ、かつ実効性を高めるためには、当社の経営戦略や会社運営上の重要事項などの決定において、

一般株主と利益相反関係が生じることのない客観的な立場からの意見を取り入れることが重要だと考えております。

　当社は、監査役設置会社を採用しており、社外監査役２名（うち２名が独立役員）を含む３名で、取締役の職務執行の監督を行い、また、取締役

10名のうち４名を社外取締役（うち４名が独立役員）として選任しております。

　当社では、このように当社から高い独立性が確保されている社外役員６名を選任し、当該役員のこれまで培われた広範な見識や知見を、当社

の経営に取り入れることにより、適切な判断が実行できる体制になっていると考えております。



Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

補足説明

株主総会招集通知の早期発送

例年、株主総会開催日の４週間前に招集通知を発送しておりましたが、2021年６月29日
開催の株主総会は、新型コロナウイルスの影響もあり、招集通知の発送日が６月４日とな
りました。

また、招集通知発送前のWEB開示についても、同日に実施しております。

電磁的方法による議決権の行使 当社は、電磁的方法による議決権行使を採用しております。

議決権電子行使プラットフォームへの参
加その他機関投資家の議決権行使環境
向上に向けた取組み

当社は、株式会社ＩＣＪが運営する「議決権電子行使プラットフォーム」に参加しておりま
す。

招集通知（要約）の英文での提供
当社は、招集通知株主総会参考書類を当社ホームページ、議決権電子行使プラット
フォームにおいて英文にて提供しております。

その他

招集通知、決議通知、臨時報告書（議決権行使結果）をホームページへ掲載しておりま
す。

https://www.matsumotokiyoshi-hd.co.jp/investors/meeting.html

招集通知につきましては、迅速な情報提供の観点から、招集通知発送日の６月４日に当
社ウェブサイトおよび東京証券取引所ウェブサイト「東証上場会社情報サービス」に掲載
いたしました。

２．ＩＲに関する活動状況

補足説明

代表者
自身に
よる説
明の有

無

アナリスト・機関投資家向けに定期的説
明会を開催

半期ごとに決算説明会を開催しております。 あり

IR資料のホームページ掲載

当社ホームページに「IR情報」専用のサイトを設けており、当該サイトに

「決算短信」「年次報告書」「会社案内」「有価証券報告書」等を掲載しておりま

す。

IRサイト　・https://www.matsumotokiyoshi-hd.co.jp/ir/index.html

IRに関する部署（担当者）の設置
当社のIR担当部署として経営企画本部広報部を設置しております。IR事務連
絡責任者は経営企画本部広報部長としております。

その他

当社ホームページにて過去の決算説明会の資料を掲載しております。

「決算説明会」サイト

　・https://www.matsumotokiyoshi-hd.co.jp/ir/briefing.html

３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

補足説明



社内規程等によりステークホルダーの立
場の尊重について規定

　当社グループは、役員を含む当社グループで働く全ての人が共有すべき信条である「マ
ツモトキヨシＷＡＹ」に、次のとおり「私達が事業を営む目的」を掲げています。

　当社グループは、この信条に基づき、すべてのステークホルダーの皆様と長期的な信頼
関係を構築し、“美と健康の分野になくてはならない企業グループ”を目指します。

【私達が事業を営む目的】

　「お客様」　　… お客様の美と健康を応援して幸福に導くことに誇りをもちます。

　「株主様」　　… 株主様に利益の還元をします。　

　「従業員」　　… 働くことに喜びを感じ、社会に役立つ人として成長します。

　「お取引先様」… お取引先様や関係する全ての人や機関と共に会社を発展させます。

　「地域社会」　… 地域社会に貢献している事業者となります。

詳細は、当社HPのコーポレートガバナンス情報にある当社のコーポレートガバナンスガイ
ドライン「第３章　ステークホルダーとの関係」（https://www.matsumotokiyoshi-
hd.co.jp/company/governance.html）をご覧ください。

環境保全活動、ＣＳＲ活動等の実施

　当社グループでは、「マツモトキヨシグループ行動規範」において、環境負荷をできる限り
削減し、環境との調和を図った事業活動を進め、「循環型社会」の形成に貢献するための
行動基準を定めております。

　当社は、医療の一翼を担う企業グループとして、セルフメディケーションを推進し、お客様
から信頼される地域に密着したかかりつけ薬局として地域になくてはならない存在となるよ
う努めております。

　具体的には、医薬品適正使用の普及や地域医療への貢献を目的とした千葉大学寄附講
座の設置、難病と闘っている20万人の子供たちへの施設建設のための募金活動、千葉県
と連携した乳がん検診促進活動、自分の健康は自分で管理する啓蒙活動としてセルフメ
ディケーションセミナーなどを展開しております。

詳細は当社HPのESG関連情報（https://www.matsumotokiyoshi-hd.co.jp/csr/index.html）
をご覧ください。

ステークホルダーに対する情報提供に
係る方針等の策定

　当社グループでは、「マツモトキヨシグループ行動規範」において、法令及び証券取引所
の規則に基づき開示する「会社の重要な情報」について、「公正性」「正確性」「適時性」「平
易性」を基本原則としております。

その他

＜女性の活躍の方針・取組に関して＞

　当社グループでは、女性の潜在的能力を引き出し、また、中心顧客層である女性の視点
を店舗運営等に活かすため、女性のポジティブアクションに積極的に取り組んでおります。

　その取り組みとしては、出産・育児・介護と仕事の両立をサポートできる仕組みづくりとし
て、育児中の女性をサポートする小学６年生修了までの育児時短勤務制度、出産・育児等
の休暇後の復職時における相談やキャリア形成をサポートする組織の設置などを施策とし
て実施しております。

　また、女性社員が幹部社員として働くフィールドを拡大するために、管理職への登用制
度、職域を拡大させるための制度として、チャレンジ店長制度や再雇用ライセンス制度など
導入しております。

　当社グループは、採用・継続就業・労働時間等の働き方・女性管理職比率・多彩なキャリ
アコースなどの実績が高く評価され2018年２月に厚生労働省より最高位の「えるぼし」認定
を交付されました。

　今後も各種施策を推進することにより、女性が働き甲斐を持ち活躍できる企業を目指して
まいります。

●女性管理職割合推移（直近５カ年）

・2016年３月31日現在：15.4％

・2017年３月31日現在：17.0％

・2018年３月31日現在：18.1％

・2019年３月31日現在：18.8％

・2020年３月31日現在：19.0％

・2021年３月31日現在：19.5％



Ⅳ内部統制システム等に関する事項

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

　当社は、業務の有効性及び効率性、財務諸表の信頼性の確保、法令等の遵守並びに資産の保全を目的として、会社法及び会社法施行規則の
規定に従い、次のとおり「内部統制システム整備に関する基本方針」を定めます。

　この基本方針は、当社及びグループ会社（当社の子会社をいいます。以下同じ）のすべての役員（取締役及び監査役をいいます。以下同じ）及び
従業員に適用されるものとします。

　当社及びグループ会社を総じて「グループ全社」といいます。

１．グループ全社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

（１）当社は、コンプライアンス遵守をグループ経営理念実現のための基盤構築の一つとして掲げ、コンプライアンス規程その他の社内規程を整備
して、コンプライアンス重視のための基本方針、行動規範、推進体制等を明らかにし、取締役自ら率先してこれを遵守するとともに、グループ全社
の役員及び従業員への周知徹底を図り、コンプライアンス重視の企業風土を醸成します。

（２）当社は、グループ全社のコンプライアンスを含めた内部統制を推進するための組織として、内部統制統括室、コンプライアンス・リスク委員会を
設置するものとします。

（３）コンプライアンス・リスク委員会は、特に、コンプライアンスへの取組み状況等を定期的に当社の取締役会へ報告します。

（４）当社は、社外取締役及び社外監査役を選任することにより、取締役会における取締役の職務執行に対する監視・監督機能を確保します。

（５）当社は、グループ全社の役員及び従業員に対して、コンプライアンス研修を定期的に実施するとともに、行動規範を示した「マツモトキヨシグ
ループ行動規範」を配付してコンプライアンスの周知徹底を図ります。

（６）当社は、グループ全社の内部通報制度を整備し、外部機関との提携による専用窓口（ヘルプライン）を設置します。

（７）内部統制統括室は、グループ会社に対しても定期的に内部監査を実施します。

（８）取締役及び従業員の法令やコンプライアンス規程その他の社内規定に違反する行為が発見された場合は、懲罰規定に基づき適正に処分を
行います。

２．取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

（１）当社は、取締役の職務の執行に係る情報について、グループ文書管理規程及びグループ内部情報管理規程に基づき、適切かつ確実に保存
及び管理を行います。

（２）当社は、グループ内部情報管理規程に基づく情報セキュリティ委員会にて、内部の情報管理・運用ついて、これを適正かつ厳格に行うものとし
ます。

３．グループ全社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

（１）当社は、リスク管理規程に基づき、グループ全社のリスク管理体制を整備し、リスク管理・運用体制・整備状況等を監査します。また、内部統
制統括室は、コンプライアンス・リスク委員会にて、定期的にグループ全社のリスク管理への取組み状況等を報告します。

（２）当社は、リスクが顕在化し危機が発生した場合に備えて、グループ全社の緊急時対応規程を整備します。

４．グループ全社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

（１）当社は、グループ会社と協議を行い、グループ全社の中期計画及び年度事業計画を策定し、全社的な目標を設定します。

（２）当社は、重要事項を検討・決議する機関として、株主総会・取締役会・経営会議を設置します。経営会議を活用することで意思決定の迅速化と
スピード経営を実現します。また、機動的な協議機関として、プロジェクト・タスクフォース・委員会等を設置し、関係部門・関係者が参加し、喫緊の
課題や問題点へ迅速に対応します。

（３）当社は、グループ会社の担当部署と経営戦略・財務戦略・人事戦略等重要事項に関して、機能別会議にて協議を行うものとします。

（４）当社及びグループ会社は、相互の人事交流を積極的に行い、人的資源の有効活用を図るものとします。

（５）当社及びグループ会社は、グループ全社の職務の執行が効率的に行われるようIT技術を活用し、システム統合等IT化の推進に努めるものと
します。

５．当社及びその子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制

（１）当社は、関係会社管理規程を作成し、グループ会社を管理する体制を整備します。

（２）グループ会社は、当社が策定した経営方針・経営計画を周知徹底し、グループ会社の権限と責任を明確にした上で、グループ会社が各事業
の特性等を踏まえた自律的な経営を行うものとします。

（３）当社は、定期的にグループ社長会を開催し、グループ会社から業務執行状況について報告を受け、グループ会社の経営上の重要事項に関し
て協議を行い、適正な経営管理を行うものとします。

（４）当社は、グループ会社に取締役及び監査役を派遣し、グループ会社の取締役の業務執行を監視します。派遣された取締役及び監査役は、業
務執行について、グループ方針に沿った経営に努めるものとします。

（５）グループ会社は、取締役会にて重要な決議をする場合、事前に当社の決裁を得るものとします。

（６）内部統制統括室は、グループ会社と内部監査状況について意見交換を行い、問題点等の情報を共有します。

６．監査役の職務を補助すべき使用人に関する事項

　当社は、監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、監査役と協議の上、当該使用人を配置し、監査役の職務を補助するこ
ととします。

７．前項の使用人の取締役からの独立性に関する事項

　前項に基づき配置された使用人の取締役からの独立性を確保するため、その選任、解任、異動等には監査役の同意を要するものとします。

また、当該使用人は専任とし、当該使用人の取締役からの独立性を確保する体制とします。

８．監査役の職務を補助すべき使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

　第６項に基づき配置された使用人は、業務遂行にあたり、監査役の指揮・命令にのみ従い、監査役の監査に必要な調査を行う権限を有します。

９．監査役への報告体制

（１）当社の監査役は、当社の取締役及び従業員から、法令で定められた事項のほか、取締役会・経営会議の付議事項、内部通報制度の通報状
況、コンプライアンス・リスク委員会の審議事項その他内部統制の状況等当社の重要事項につき、報告を受けるものとします。

（２）当社の取締役は、当社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見した場合や重大な法令違反となる行為又はそのおそれのある行為が
生じた場合は、直ちに当社の監査役会に報告します。



（３）グループ全社の取締役又は従業員は、当社の監査役から報告を求められた場合には、直ちに書面で報告します。

（４）グループ全社の取締役又は従業員は、当社の監査役に報告する必要があると判断した場合には、直接又は間接的に、報告することができま
す。

（５）当社は、当社の監査役へ報告をした者が、当該報告をしたことを理由として不利益な取扱いを受けないようグループ全社の取締役及び従業
員に対して周知徹底し、規程等を整備します。

10.　監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の職務の執行について生じる費用又は債務の処理に係る方針に関
する事項

　当社は、監査役がその職務執行について、必要な費用の前払い等を請求したときは、速やかに当該費用又は債務を処理します。但し、監査役
は監査費用の支出にあたり、その効率性及び適正性に留意しなければなりません。

11．監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

（１）当社の監査役は、取締役会、経営会議、グループ社長会、コンプライアンス・リスク委員会等の重要な会議に出席し、必要に応じて説明及び
関係資料の提示を求めることができます。

（２）当社の監査役は、代表取締役・取締役・会計監査人及び従業員それぞれとの間で、随時情報収集や意見交換をすることができます。

（３）当社の監査役は、その職務の執行にあたり、弁護士・公認会計士・税理士その他外部専門家との連携を図ることができます。

12.　財務報告の信頼性確保のための体制

　グループ全社は、金融商品取引法及び関係法令に基づき、有効な内部統制システムを構築し、これを運用するとともに継続的に評価と改善を行
うことで財務報告の適正性及び信頼性を確保します。

13.　反社会的勢力への対処

（１）グループ全社は、反社会的勢力との関係を完全に遮断し、取引や資金提供等を一切行いません。

（２）当社は、平素から反社会的勢力の不当要求に備え、警察・暴力追放運動推進センター・弁護士等外部の機関と連携し、緊急時の協力体制を
構築します。

（３）グループ全社は、反社会的勢力からの不当要求があった場合、不当要求には応じず、警察等外部の機関と連携し、組織全体で法律に則した
対応をします。

２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

　当社は、反社会的勢力との関係を完全に遮断し、取引や資金提供等を一切行わないこととしています。反社会的勢力からの不当要求があった

場合には、不当要求には応じず、警察等外部の機関と連携して組織全体で法律に則した対応をいたします。

　そして、これを実現するために、平素から反社会的勢力の不当要求に備え、警察、暴力追放運動推進センター、弁護士等外部の専門機関と連

携を築くようにしております。



Ⅴその他

１．買収防衛策の導入の有無

買収防衛策の導入の有無 なし

該当項目に関する補足説明

　当社は、2007年６月28日、前身の株式会社マツモトキヨシの株主総会において当社株式等の大規模買付行為への対応策（買収防衛策）（以下、
「本プラン」という。）を導入し、当社設立時（2007年10月１日）にそれを継承し、以降、当社の企業価値及び株主共同の利益の更なる向上を図り、
その取組みに全経営資源を集中させるために、会社の支配に関する基本方針を定めるとともに、本プランを更新してまいりました。

　しかしながら、本プランに関しては、機関投資家をはじめとする株主の皆様との対話において、その必要性や更新の是非につき、様々なご意見を
いただきました.。

　それらのご意見を受け、当社は、買収防衛策を巡る近時の動向やこれまでの当社の企業価値及び株主共同の利益の向上施策やその推移を踏
まえて、取締役会で議論を重ねた結果、本プランの必要性が低下しているものと判断し、2020年11月13日開催の取締役会において、本プランの有
効期間が満了する2021年６月29日開催の第14回定時株主総会の終結の時をもって、本プランを更新せずに廃止することを決議いたしました。

　なお、当社は、本プランの廃止後も、当社株式の大量取得行為を行おうとする者に対しては、大量取得行為の是非を株主の皆様が適切に判断
するための必要かつ十分な情報の提供を求め、併せて当社取締役会の意見等を開示し、株主の皆様の検討のために必要な時間と情報の確保
に努める等、金融商品取引法、会社法その他関係法令の許容する範囲内において、適切な措置を講じてまいりますとともに、引き続き企業価値
の向上及び株主共同の利益の確保に努めてまいります。

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

「当社のコーポレートガバナンス体制」




